
家畜保健衛生所たより

・10月１８日（水）、北海道釧路市でノスリの死亡野鳥１羽回収。
遺伝子検査を実施したところ、１０月２５日（水）に高病原性鳥インフルエンザ
ウィルス（H5亜型）が検出されました。

国内野鳥において高病原性鳥インフルエンザ
の発生が確認されました！（野鳥国内2例目）
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家きん舎に入る場合には、ウイルスを持ち込まないよう衣服や靴の交換と十分な

消毒を行い、これまで以上に念入りに毎日の健康観察を行ってください！

※昨シーズンは、これまでに高病原性鳥インフルエンザの発生がなかった福島県、鳥取県、

山形県、沖縄県、長崎県、群馬県においても発生しており、全国どこでも発生リスクが高く
なっています。

今すぐ

警戒！！


